
（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 

2023 年度の事業報告書 
2023 年 4 月 1 日か 2024 年 3 月 31 日まで 

 
NPO 法人放課後クラブてくてく 

１ 事業の成果 

 

放課後等デイサービス事業の継続 

2023 年 7 月から 8 月に玖珠町長期サポート事業を実施。 

指定障害時相談アップルの事業の継続 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 

具体的な事業

内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

① 障害児の放課後等デイ

サービス事業 

受給者証を持

つ人の預かり

療育。 

2023 年 4 月 1 日～ 

2024 年 3 月 31 日 

てくてく事業所 

14 人 

小学1年生～

高校3年生の

受給者証所

有者 10 人 

25,566 千円 

② 日中一時支援事業 夏休みに受給

者証をお持ち

のお子さんの

日中のお預か

り。 

2023 年 7 月 21 日～

2023 年 8 月 24 日 

若草の広場 

21 人 

小学１年生

～高校３年

生の受給者

証所有者 

20 人程度 

3,643 千円 

 

③ 玖珠町ファミリーサポ

ート事業 

本年度は実施

せず。 

   

④ 障害児（者）及び家族の

権利擁護及び生活全般

に対する支援・相談事業 

指定障害児を

対象にした相

談計画事業。 

2023 年 4 月 1 日～ 

2024 年 3 月 3１日 

てくてく事業所 

      2 人 

障がいを持

つ児童 

642 千円 

 

⑤ 障害者総合支援法に基

づく障害福祉サービス

事業 

本年度は実施

せず。 

   

⑥ その他この法人の目的

を達成するために必要

な事業 

本年度は実施

せず。 

   

 

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 








